
 

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

３３４ 高血圧症に対する配合剤の初回投薬の算定について 

 

《令和６年１０月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

高血圧症に対する配合剤※の初回投薬（第一選択として）の算定は、原則と

して認められない。 

※ バルサルタン・ヒドロクロロチアジド、カンデサルタンシレキセチル・ヒドロク

ロロチアジド、テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド、ロサルタンカリウム・ヒ

ドロクロロチアジド、イルベサルタン・トリクロルメチアジド、アジルサルタン・

アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン・シルニジピン、イルベサルタン・アムロ

ジピンベシル酸塩、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩、テルミサルタン・ア

ムロジピンベシル酸塩、カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩又

はオルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

配合錠の初回投与は、構成薬剤のそれぞれの使用量が配合錠と同等である

場合に置換できるとされている。 

以上のことから、高血圧症に対する配合剤の初回投薬（第一選択として）の

算定は、原則として認められないと判断した。なお、初回投薬（第一選択）で

ないことがレセプト上判断できる場合は、この限りではない。 
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